
妊娠・出産
▶子育て支援課母子保健係 ☎497-2077

妊娠の届出と母子健康手帳の交付等
　医療機関で妊娠の確定診断を受けたあと、必要書類を持参
し妊娠届を子育て支援課母子保健係へ提出してください。そ
の場で母と子の保健バッグをお渡ししております。バッグの
なかには母子健康手帳のほか、妊娠・出産・育児に関する手
引書や妊婦健康診査受診票、両親学級などのお知らせが入っ
ています。妊娠届出時のスマイルベビー妊婦面接（すべての
妊婦さんに実施）と、育児グッズのお渡しを実施しています。
　妊娠届出時に面接を受けていない場合は予約を取っていた
だき、後日、面接・育児グッズのお渡しをしています（転入
の妊婦さんも対象）。
　また、入院治療を必要とする妊娠高血圧症候群等の方で、
低所得者の方または入院見込期間が26日以上の方には医療
費の自己負担分を助成する制度があります。（詳しくは多摩
小平保健所　☎450-3111へ）

▶子育て支援課母子保健係　☎497-2077
赤ちゃんが生まれたら 

①�生まれた日を入れて14日以内に必要書類等を持参し、出
生届を提出してください。

▶市民課戸籍係　☎497-2038
➡戸籍関係の主な届出一覧　14ページ 
②�出生届とは別に母と子の保健バッグに入っている「出生通
知票」に記入し、お子さんが生まれて３週間を目安にポス
トへ投函してください。

▶子育て支援課母子保健係　☎497-2077

こんにちは赤ちゃん事業
▶子育て支援課母子保健係　☎497-2077

新生児訪問指導事業
　出生通知票に基づいて、生後60日未満のお子さんを対象
に、市から委託を受けた助産師や保健師が家庭訪問をして、
赤ちゃんの育て方やお母さんの健康など日常生活全般につい
てのご相談をお受けします（無料）。

母子保健推進活動事業
　生後４か月までの新生児訪問を受けていないお子さんを対
象に、市の母子保健推進員が家庭訪問をして、お母さんと赤
ちゃんの健康状態を伺い、健康診査や予防接種・各種母子保
健事業をご案内します（無料）。

各種講座等
▶子育て支援課母子保健係　☎497-2077

カンタン！ワンポイント離乳食
　離乳食を２回食や３回食に進めようとしている６か月～
11か月児と保護者を対象に、管理栄養士が調理実演と講話、
相談を行っています。

ステップアップ幼児食
離乳完了期ころの乳幼児（１歳～１歳11か月児）をもつ

保護者を対象に、管理栄養士が調理実演と講話、相談を行っ
ています。

乳幼児救急講座
　３歳ぐらいまでのお子さんを持つ保護者と妊娠中の方を対
象に、事故の予防や家庭でできる応急手当の方法などについ
て講話などを行います。

親子歯みがき教室
６か月～１歳６か月児と保護者を対象に、仕上げ磨きのコ

ツ、おやつの選び方などについてお伝えします。
親子歯科健診

　１歳６か月～４歳児と保護者を対象に、歯科定期健診、歯
磨き練習、フッ素塗布（無料）などを行います。

育児講座
　乳幼児の保護者、妊娠中の方を対象に、医療の専門家が、
お子さんがかかりやすい病気の症状やご家庭での対処方法な
どについて講話を行います。
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【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　
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子どもの発達・発育支援
▶子育て支援課母子保健係　☎497-2077

　就学前までの発達について心配なお子さんと保護者を対象
に、専門スタッフがご相談をお受けします。予約制です。

予防接種
▶子育て支援課母子保健係　☎497-2077

　健康状態の良い時に、かかりつけ医でできるよう個別接種
となっています。
※（BCGを除く）
➡予防接種　30ページ

子どもに関する相談
子どもに関する相談全般

【各保育園】毎週月曜日～金曜日：午前９時～午後５時、 土
曜日：午前９時～12時（祝日、年末年始を除く）
電話および面接。

▶子育て支援課保育・幼稚園係　☎497-2086
➡各保育園　78-79ページ

子ども家庭相談
　18歳未満の子どもとその家庭に関する相談なら何でも。
お子さん自身からの相談にも応じます。
【日時】令和４年度：火曜日（火曜日が祝日の場合翌日も）
と年末年始を除く毎日午前９時～午後５時
令和５年度以降：土・日曜日、祝日、年末年始を除く毎日午
前９時～午後５時

▶子ども家庭支援センター　☎495-7701

子どもの虐待についての相談・通告
　虐待かなと、思ったら相談・通告を。
【日時】令和４年度：火曜日（火曜日が祝日の場合翌日も）
と年末年始を除く毎日午前９時～午後５時
令和５年度以降：土・日曜日、祝日、年末年始を除く毎日午
前９時～午後５時

▶子ども家庭支援センター　☎495-7701

児童に関する手当て
▶子育て支援課助成係　☎497-2088

児童手当
　清瀬市に住所を有し、中学校修了前（15歳に達する日以
後の最初の３月31日までの間にある）の児童を養育してい
る方に支給されます。原則として、６月・10月・２月にそ
れぞれ前月分までを支給します。※所得上限額を超過してい
る場合は支給はありません（令和４年６月分から）。

乳幼児の健康診査など

子どもに関する相談・助成

健康診査の種類 対象年齢 実施場所・案内方法等
３～４か月児健康診査 満３～６か月未満 個別通知と市報とホームページでお知らせします
６～７か月児健康診査 満６～８か月未満

３～４か月児健康診査来所時に受診票をお渡しします
９～10か月児健康診査 満９～11か月未満
１歳６か月児健康診査 １歳６か月～２歳未満

個別通知と市報とホームページでお知らせします
３歳児健康診査 ３歳～４歳未満

１歳児子育て相談会 満１歳を迎えたお子さん １歳の節目に、身体計測を実施し、保健師、管理栄養士等に子育ての相談ができます。
個別通知と市報とホームページでお知らせします。

乳幼児の健康診査等
▶子育て支援課母子保健係　☎497-2077

　お子さんの健やかな発育・発達のために、次のような健康診査（健診）・相談会を行っています。　母子健康手帳にも記録が
残る大切な健康診査・相談会です。　該当月に近くなると通知がありますので、ぜひお受けください。
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妊娠・出産
▶子育て支援課母子保健係 ☎497-2077

妊娠の届出と母子健康手帳の交付等
　医療機関で妊娠の確定診断を受けたあと、必要書類を持参
し妊娠届を子育て支援課母子保健係へ提出してください。そ
の場で母と子の保健バッグをお渡ししております。バッグの
なかには母子健康手帳のほか、妊娠・出産・育児に関する手
引書や妊婦健康診査受診票、両親学級などのお知らせが入っ
ています。妊娠届出時のスマイルベビー妊婦面接（すべての
妊婦さんに実施）と、育児グッズのお渡しを実施しています。
　妊娠届出時に面接を受けていない場合は予約を取っていた
だき、後日、面接・育児グッズのお渡しをしています（転入
の妊婦さんも対象）。
　また、入院治療を必要とする妊娠高血圧症候群等の方で、
低所得者の方または入院見込期間が26日以上の方には医療
費の自己負担分を助成する制度があります。（詳しくは多摩
小平保健所　☎450-3111へ）

▶子育て支援課母子保健係　☎497-2077
赤ちゃんが生まれたら 

①�生まれた日を入れて14日以内に必要書類等を持参し、出
生届を提出してください。

▶市民課戸籍係　☎497-2038
➡戸籍関係の主な届出一覧　14ページ 
②�出生届とは別に母と子の保健バッグに入っている「出生通
知票」に記入し、お子さんが生まれて３週間を目安にポス
トへ投函してください。

▶子育て支援課母子保健係　☎497-2077

こんにちは赤ちゃん事業
▶子育て支援課母子保健係　☎497-2077

新生児訪問指導事業
出生通知票に基づいて、生後60日未満のお子さんを対象

に、市から委託を受けた助産師や保健師が家庭訪問をして、
赤ちゃんの育て方やお母さんの健康など日常生活全般につい
てのご相談をお受けします（無料）。

母子保健推進活動事業
　生後４か月までの新生児訪問を受けていないお子さんを対
象に、市の母子保健推進員が家庭訪問をして、お母さんと赤
ちゃんの健康状態を伺い、健康診査や予防接種・各種母子保
健事業をご案内します（無料）。

各種講座等
▶子育て支援課母子保健係　☎497-2077

カンタン！ワンポイント離乳食
離乳食を２回食や３回食に進めようとしている６か月～

11か月児と保護者を対象に、管理栄養士が調理実演と講話、
相談を行っています。

ステップアップ幼児食
　離乳完了期ころの乳幼児（１歳～１歳11か月児）をもつ
保護者を対象に、管理栄養士が調理実演と講話、相談を行っ
ています。

乳幼児救急講座
　３歳ぐらいまでのお子さんを持つ保護者と妊娠中の方を対
象に、事故の予防や家庭でできる応急手当の方法などについ
て講話などを行います。

親子歯みがき教室
　６か月～１歳６か月児と保護者を対象に、仕上げ磨きのコ
ツ、おやつの選び方などについてお伝えします。

親子歯科健診
　１歳６か月～４歳児と保護者を対象に、歯科定期健診、歯
磨き練習、フッ素塗布（無料）などを行います。

育児講座
　乳幼児の保護者、妊娠中の方を対象に、医療の専門家が、
お子さんがかかりやすい病気の症状やご家庭での対処方法な
どについて講話を行います。
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月27日
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公文式 清瀬駅前教室 御中

習い事 詳細マップ5図 C‐4
算数・数学・英語・国語

公文式 清瀬駅前教室
KUMONは楽しく学びながら、自学自習が身につく学習法です。
幼児からはじめていただけます。まずはお気軽にお越しください。
■清瀬市松山1-25-8 たち川ビル2F
■TEL:090-2792-5878
■教室日／月曜・火曜・木曜・金曜 14:30～19:00
■指導者 : 荒木

042－522－9559
清瀬市市民生活便利帳2022

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月27日
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やまだこどもクリニック 御中

小児科 エリアマップ2図 A‐4
小児の発達を中心に療育や心理相談を行っております

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～11:45 ● ● ● ● ● ● ● －
13:00～17:45 ● ● ● ● ● ● ● －
※休診日：祝日 ★小児科一般以外はすべて予約制です。

■東村山市秋津町5-13-3 セゾン新秋津1F
■TEL:042-399-2285 ■URL:https://yamada-kids.jimdofree.com
※発達障害児対応・予防接種・乳幼児健診実施

042－522－9559
清瀬市市民生活便利帳2022

■画像著作権：確認済



児童育成手当
■（育成手当）
　18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にあり、
次のいずれかの状態にある児童を養育している方に支給され
ます。（所得制限があります）
▽父または母が離婚、死亡、生死不明の児童
▽父または母に１年以上遺棄されている児童
▽父または母が法令により１年以上拘禁されている児童
▽婚姻によらないで生まれた児童
▽父または母が重度の障害を有する児童
▽父または母が保護命令を受けた児童
■（障害手当）
　20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれか
の状態にある児童を養育している方に支給されます。（所得
制限があります）
▽知的障害児で愛の手帳１・２・３度程度の児童
▽身体障害児で身体障害者手帳１・２級程度の児童
▽脳性まひまたは進行性筋萎縮症の児童
児童扶養手当
18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にあり

（20歳未満で政令で定める程度の障害を有する児童を含む）、
次のいずれかの状態にある児童を養育している方（施設入所
児は非該当）。なお、以下①～③により、手当の全部または
一部が支給停止となります。
①所得制限限度額超過、②受給資格者または児童が、公的

年金給付や遺族年金等を受けることができるとき、③児童が
父または母に支給される公的年金給付の額の加算対象となっ
ているとき。
▽父母が離婚した児童
▽父または母が死亡した児童
▽父または母が生死不明である児童
▽父または母に１年以上遺棄されている児童
▽父または母が法令により１年以上拘禁されている児童
▽婚姻によらないで生まれた児童
▽父または母が重度の障害を有する児童
▽父または母が保護命令を受けた児童

私立幼稚園等に通っている
世帯への補助事業

▶子育て支援課保育・幼稚園係　☎497-2086
幼稚園教育の振興と充実を図るため、私立幼稚園等に通っ

ている児童の世帯に対して補助事業を行っています。幼稚園
入園後に園を通して申請書を配布します。

【対象】私立幼稚園在園児

交通遺児等援護金支給制度
▶障害福祉課庶務係　☎497-2072

生計を維持している父、母等が交通事故により死亡したり
障害者となったときに、その子ども（市内に住所を有する18
歳未満の児童）に対して援護金月額4,500円を支給します。

乳幼児の医療費の助成・医療証の交付
▶子育て支援課助成係　☎497-2088

　乳幼児を養育している方に、保健の向上と健やかな育成を
図るため、保険医療費の自己負担分を助成します。なお、対
象になる方は、「医療証」の交付申請をする必要があります。
【対象】
　市内に住所を有し、医療保険に加入している義務教育就学
前（６歳に達する日以後の最初の３月31日まで）の乳幼児
を養育している方。

ひとり親家庭等の医療費の
助成・医療証の交付

▶子育て支援課助成係　☎497-2088
　ひとり親家庭および、父または母が重度の障害がある家庭
に保険医療費の自己負担分の全部またはその一部を助成しま
す。ただし、所得制限があります。なお、対象になる方は、
「医療証」の交付申請をする必要があります。
対象
　18歳に達する日以後の最初の３月31日までの児童（障害
がある場合は20歳未満）およびその児童を養育するひとり
親家庭の父母、または、両親がいない児童を養育している養
育者で国民健康保険または社会保険等に加入している方（こ
の他、個人により条件があります）

義務教育就学児の医療費の
助成・医療証の交付

▶子育て支援課助成係　☎497-2088
　義務教育就学期（小学校１年生～中学校３年生）の児童が
医療機関等で受診した時の保険医療費の自己負担分の一部を
助成します。ただし、所得制限があります。
　なお、対象になる方は、「医療証」の交付申請をする必要
があります。
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社会福祉法人 子供の家 御中

児童養護施設 エリアマップ4図 C‐2
社会福祉法人

子供の家
社会的養護に関わる相談援助事業を行っています。
■清瀬市松山3-12-17
■TEL:042-491-4876 ■FAX:042-491-0024
■URL:http://www.h-kodomonoie.com/
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習い事 エリアマップ3図 B‐3
始めるなら「今」まずは見学から !

公文式 中清戸教室
「できた!」の笑顔が溢れる教室です。学ぶ楽しさを膨
らませ、高い基礎学力と学習習慣を身につけましょう。
■清瀬市中清戸5-60-3 2F
■TEL:042-446-8853
■教室日／火曜・金曜 14:30～20:30
■指導者：伊豆内（いずうち）
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【対象】
　市内に住所を有し、医療保険に加入している義務教育就学
期（６歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日から15歳
に達する日以後の最初の３月31日まで）の児童を養育して
いる方。

母子家庭等自立支援教育訓練給付金
▶生活福祉課生活福祉係　☎492-5111（代表）

　母子家庭または父子家庭の20歳未満のお子さんを扶養し
ている母親または父親が、就職のための教育訓練講座を受講
した場合、その受講料の一部を支給します。（支給条件あり）
※受講前に必ずご相談ください。

母子家庭等高等職業訓練促進給付金
▶生活福祉課生活福祉係　☎492-5111（代表）

　母子家庭の母、または父子家庭の父が経済的自立を目指し
た資格取得に、１年以上にわたって受講する場合、受講期間
中の生活費の負担軽減のため給付します。（支給条件あり）

母子及び父子福祉資金・女性福祉資金
▶生活福祉課生活福祉係　☎492-5111（代表）

　母子および父子福祉資金は、都内に６か月以上（※）お住
まいの母子家庭の母または父子家庭の父等で20歳未満のお
子さん等を扶養している方への貸付金です。女性福祉資金は、
都内に６か月以上（※）お住まいの配偶者がいない女性への
貸付金（一部所得制限あり）です。
　いずれも目的により資金の種類が分かれており、必要な額
を各資金の限度額内でお貸ししています。
※�修学・就学支度資金は、申請時点で都内にお住まいの方も
対象になります。

認可保育園
▶子育て支援課保育・幼稚園係　☎497-2086

保護者の方が働いていたり、病気などのために保育できな
い場合、市内の保育園で保護者に代わって保育いたします。
また、保育に欠ける就学前児童で、集団保育が可能で日々通
園できる障害児もお預かりしています。市ホームページに、
随時募集情報などを掲載しています。
➡保育園一覧　78-79ページ

一時保育
▶子育て支援課保育・幼稚園係　☎497-2086

保護者の方が、就労・通学・通院等で、ご家庭における日
中の保育が困難になる児童を保育園でお預かりする事業です。
１．保育園の空き定員を利用の場合（一部空定員以外も可）

▶子育て支援課保育・幼稚園係
２．専用の部屋で10人程度
▶すみれ保育園　☎493-0509　▶きよせ保育園　☎491-1301

ファミリー・サポートきよせ
▶ファミリー・サポートきよせ　☎492-1139

地域の子育て支援の事業です（NPO法人子育てネットワー
ク・ピッコロに委託）。　子育ての援助を受けたい「依頼会
員」と子育ての援助を行う「提供会員」からなる相互援助活
動です。アドバイザーが相互援助活動に関する調整を行いま
す。事前に会員登録をしていただいたあと、提供会員と事前
打ち合わせ（有料）が必要です。
【援助活動の内容】
・・�保育園・幼稚園・学校・学童保育などへの送迎、その前後
に子どもを預かる

・・保育園・幼稚園・学校の休みのときに、子どもを預かる
・・�保護者の短時間就労、臨時就労または求職活動の場合に、
子どもを預かる

・・�冠婚葬祭、子どもの学校行事や買い物など、保護者の外出
の場合に子どもを預かる

・・保護者の病気や休養の場合、子どもを預かる
・・病児・病後児の子どもを預かる
※上記の理由以外でも、相談により預かります。
※利用時間、料金についてはお問い合わせください。

保育
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児童育成手当
■（育成手当）
18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にあり、

次のいずれかの状態にある児童を養育している方に支給され
ます。（所得制限があります）
▽父または母が離婚、死亡、生死不明の児童
▽父または母に１年以上遺棄されている児童
▽父または母が法令により１年以上拘禁されている児童
▽婚姻によらないで生まれた児童
▽父または母が重度の障害を有する児童
▽父または母が保護命令を受けた児童
■（障害手当）
20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれか

の状態にある児童を養育している方に支給されます。（所得
制限があります）
▽知的障害児で愛の手帳１・２・３度程度の児童
▽身体障害児で身体障害者手帳１・２級程度の児童
▽脳性まひまたは進行性筋萎縮症の児童
児童扶養手当
18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にあり

（20歳未満で政令で定める程度の障害を有する児童を含む）、
次のいずれかの状態にある児童を養育している方（施設入所
児は非該当）。なお、以下①～③により、手当の全部または
一部が支給停止となります。
①所得制限限度額超過、②受給資格者または児童が、公的

年金給付や遺族年金等を受けることができるとき、③児童が
父または母に支給される公的年金給付の額の加算対象となっ
ているとき。
▽父母が離婚した児童
▽父または母が死亡した児童
▽父または母が生死不明である児童
▽父または母に１年以上遺棄されている児童
▽父または母が法令により１年以上拘禁されている児童
▽婚姻によらないで生まれた児童
▽父または母が重度の障害を有する児童
▽父または母が保護命令を受けた児童

私立幼稚園等に通っている
世帯への補助事業

▶子育て支援課保育・幼稚園係　☎497-2086
幼稚園教育の振興と充実を図るため、私立幼稚園等に通っ

ている児童の世帯に対して補助事業を行っています。幼稚園
入園後に園を通して申請書を配布します。

【対象】私立幼稚園在園児

交通遺児等援護金支給制度
▶障害福祉課庶務係　☎497-2072

生計を維持している父、母等が交通事故により死亡したり
障害者となったときに、その子ども（市内に住所を有する18
歳未満の児童）に対して援護金月額4,500円を支給します。

乳幼児の医療費の助成・医療証の交付
▶子育て支援課助成係　☎497-2088

　乳幼児を養育している方に、保健の向上と健やかな育成を
図るため、保険医療費の自己負担分を助成します。なお、対
象になる方は、「医療証」の交付申請をする必要があります。
【対象】
　市内に住所を有し、医療保険に加入している義務教育就学
前（６歳に達する日以後の最初の３月31日まで）の乳幼児
を養育している方。

ひとり親家庭等の医療費の
助成・医療証の交付

▶子育て支援課助成係　☎497-2088
　ひとり親家庭および、父または母が重度の障害がある家庭
に保険医療費の自己負担分の全部またはその一部を助成しま
す。ただし、所得制限があります。なお、対象になる方は、
「医療証」の交付申請をする必要があります。
対象
18歳に達する日以後の最初の３月31日までの児童（障害

がある場合は20歳未満）およびその児童を養育するひとり
親家庭の父母、または、両親がいない児童を養育している養
育者で国民健康保険または社会保険等に加入している方（こ
の他、個人により条件があります）

義務教育就学児の医療費の
助成・医療証の交付

▶子育て支援課助成係　☎497-2088
　義務教育就学期（小学校１年生～中学校３年生）の児童が
医療機関等で受診した時の保険医療費の自己負担分の一部を
助成します。ただし、所得制限があります。
　なお、対象になる方は、「医療証」の交付申請をする必要
があります。
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エリアマップ2図E－4

詳細マップ5図C－4

す み れ 保 育 園

すみれ乳児分園 http://seseragihoikuen.com/
☎042－497－9777中里1－1704

☎042－497－1237中里1－1707－4

エリアマップ2図E－3

エリアマップ2図E－3

せせらぎ保育園

ちあふるガーデン

地域の子育てを応援します
社 会 福 祉 法 人  清 朗 会
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□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

清瀬市市民生活便利帳2022 042－522－9559

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：
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子どもショートステイ
▶子ども家庭支援センター　☎495-7701

　市内在住の１歳６か月～12歳（小学生）の児童を養育し
ている保護者が、出産・疾病のために入院する場合、家族の
介護に従事する場合、冠婚葬祭に出席する場合、出張・転居

および事故・災害にあった場合等に、一時的に児童をお預か
りしています。
【お預かりする場所】社会福祉法人　子供の家　ショートス
テイ棟「おひさま」
※利用時間、期間、料金についてはお問い合わせください。

子育て支援事業
ホームビジター派遣事業（NPO法人子育てネット
ワーク・ピッコロに委託）
就学前の乳幼児を養育している方で、近くに両親や親戚な

ど頼る人がいなく、育児等の相談ができる人がそばにいてほ
しいと感じている家庭に対して、ホームビジターが訪問し保
護者の話を聞きながら家事や育児を一緒に取り組みます。週
１回２時間くらいを目安に４回までの利用となります。利用
料は無料です。

▶子育てネットワーク・ピッコロ　☎444-4533
養育支援ヘルパー派遣事業

　日中、育児や家事の手助けをしてくれる人が必要な家庭に、
養育支援ヘルパーを派遣します。母子健康手帳が交付された
日から、その子どもが12歳に達する日以後の最初の３月31
日までの期間に、１日２時間以上４時間以内で半年間に10
回利用できます。利用料は１時間につき500円です。事前訪
問あり。
※所得に応じて利用料免除の制度もあります。

▶子ども家庭支援センター　☎495-7701
ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業

　市内に在住で、小学校３年以下の児童がいる母子家庭のお
母さんや父子家庭のお父さんあるいはお子さんが一時的な傷
病などで日常生活でお手伝いが必要となったとき、またはひ
とり親になった直後の家庭に、一定の期間育児や食事の世話
などをお手伝いするホームヘルパーを派遣します。事前訪問
あり。
※所得に応じて利用料免除の制度もあります。

▶子ども家庭支援センター 　☎495-7701
子育て支援事業

１．子育てを支援する一環として、園庭開放や園の行事の参
加などを通して地域との交流を行っています。電話等による
育児相談も実施しています。保育士のほかに栄養士、保健師
もご相談に応じます。
➡各認可保育園　78-79ページ

２．専用の部屋で子育てについての相談や施設開放をしてい
ます。
　地域子育て支援センター「こあらルーム」　午前９時30分
～午後４時（土・日曜日、祝日は除く）

▶すみれ保育園　☎493-0509
つどいの広場

　市では市内６か所で、「つどいの広場」を開設しています。
それぞれ子育てアドバイザーが常駐し、子育ての相談にお答
えしています。また、子育てに関する講座など、乳幼児をお
持ちの皆さまが、子育てをより楽しめるような催しも行って
います。
▽ころぽっくるつどいの広場
【場所】児童センター（プレイルーム）
【開催日時】午前10時～午後５時（火曜日［火曜が祝日の場
合翌日も］・年末年始を除く）
▽元町つどいの広場
（委託先　NPO法人　子育てネットワーク・ピッコロ）
【場所】清瀬けやきホール
【開催日時】午前10時～午後３時（月曜日・祝日・年末年始
を除く）
▽竹丘つどいの広場
（委託先　NPO法人　子育てネットワーク・ピッコロ）
【場所】竹丘地域市民センター
【開催日時】午前10時～午後３時（月曜日・祝日・年末年始
を除く）
▽野塩つどいの広場
（委託先　NPO法人　ウイズアイ）
【場所】野塩地域市民センター
【開催日時】午前10時～午後３時（月曜日・年末年始を除く）
▽下宿つどいの広場
（委託先　NPO法人　ウイズアイ）
【場所】下宿地域市民センター
【開催日時】午前10時～午後３時（月曜日・年末年始を除く）
▽野塩出張広場
（委託先　NPO法人　ウイズアイ）

子どもに関すること

子育て

48

子
育
て

Ｈ30mm×W90mm Ｈ30mm×W90mm
099098

044-051_Kiyoseshi_NSM_F1.indd   48044-051_Kiyoseshi_NSM_F1.indd   48 2022/01/28   11:222022/01/28   11:22001-087,100_Kiyoseshi.indd   48001-087,100_Kiyoseshi.indd   48 2022/01/28   11:462022/01/28   11:46

産科・婦人科・小児科

大塚産婦人科小児科医院
9：00～12：30

14：30～17：00

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

清瀬市市民生活便利帳2022 042－522－9559

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：
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大塚産婦人科小児科医院 御中 2校原稿
清瀬市市民生活便利帳2022

2021年12月20日
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【場所】あいあいの家（NPO法人ウイズアイ事務所）
【開催日時】午前10時～午後３時（祝日を除く月曜日）

▶子ども家庭支援センター　☎495-7701
▶NPO法人子育てネットワーク・ピッコロ　☎444-4533

▶NPO法人ウイズアイ　☎452-9765
子育て講座

　乳幼児（主に０～３歳）をお持ちの保護者とその子を対象
に、身近な地域において、気軽に立ち寄ることができ、打ち
解けた雰囲気のなかで語り合い、交流できるような場所を提
供しています。地域の子育て支援に関する情報提供および講
習などを行っています。
◆�清瀬子育てネットワーク支援事業“K-net”
　（委託先　NPO法人　子育てネットワーク・ピッコロ）
▽子育てひろば
基本的に毎月第２金曜日の午前10時～午後２時、男女共

同参画センター（アイレック）にて開催しています。少しの
時間、子どもから離れて、ほっと一息つけるコーヒータイム
があります。
▽その他
中里地域ミニ子育てひろば・お母さんのリフレッシュ講

座・子育てサポーター養成講座・ジュニアサポーター養成講
座・子育てサポータースキルアップ研修など。

▶子ども家庭支援センター　☎495-7701
▶NPO法人子育てネットワーク・ピッコロ　☎444-4533
◆いきいき子育て支援事業（委託先　NPO法人　ウイズアイ）
保健師や助産師、保育士や地域のお母さんたちの協力を得

ながら、さまざまな講座を提供しています。
　父親講座・新米ママと赤ちゃんの会・すくすく親子教室
（夏休み教室）・おっぱいママの会・012歳NP連続講座・双
子の会・シングルマザーの会・ベビーマッサージ・すくすく
クッキング・サークルリーダー研修会・CSP講座・アクティ
ブ講座など。
※�開催日や事業の詳細については市報や清瀬市ホームページ
をご覧ください。

▶子ども家庭支援センター　☎495-7701
▶NPO法人ウイズアイ　☎452-9765

放課後学童クラブ
▶生涯学習スポーツ課児童青少年係　☎497-2089

放課後帰宅しても保護者が就労等により家庭にいない小学
校に就学している児童を、下校時から午後６時15分まで預
かります。（学校休業日：土曜日午前８時30分～午後５時、
春・夏・冬休み休業期間（月曜から金曜日）は午後６時ま
で）
（指定管理制度導入学童クラブについては、下校時から午後
７時まで、また学校休業日・土曜日・春・夏・冬休み休業期
間は、午前８時から午後７時まで）

放課後子ども教室「まなべー」
▶生涯学習スポーツ課児童青少年係　☎497-2089

　市立小学校に在学する１～６年生を対象に、自由に過ごせ
る安全安心な放課後の居場所を提供する事業です。学習アド
バイザーと安全管理員を配置し自主学習や遊びを支援してい
ます。

子どもの遊び場は安全な
児童遊園などで

▶水と緑と公園課緑と公園係　☎497-2098
　市では、子どもたちが安全な場所で遊べるよう児童遊園な
どを市内各所に確保しています。市ホームページでは、地域
別に設置場所を検索できるほか、地図からも探せます。下記
二次元コードからご覧ください。

地域別公園一覧 地図からさがす

▶秘書広報課広報広聴係　☎497-1808

夕やけこやけのチャイム

２月～４月 午後５時５分
５月～８月 午後６時５分
９月 午後５時５分�

10月 午後４時35分
11月～１月 午後４時�５分

　子どもたちに帰宅時間を知らせる目安として、
右表の時間に「夕やけこやけ」のチャイムを放送
しています。このチャイムは、季節に合わせ日没
から30分前を目安に鳴らしています。
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子どもショートステイ
▶子ども家庭支援センター　☎495-7701

　市内在住の１歳６か月～12歳（小学生）の児童を養育し
ている保護者が、出産・疾病のために入院する場合、家族の
介護に従事する場合、冠婚葬祭に出席する場合、出張・転居

および事故・災害にあった場合等に、一時的に児童をお預か
りしています。
【お預かりする場所】社会福祉法人　子供の家　ショートス
テイ棟「おひさま」
※利用時間、期間、料金についてはお問い合わせください。

子育て支援事業
ホームビジター派遣事業（NPO法人子育てネット
ワーク・ピッコロに委託）

　就学前の乳幼児を養育している方で、近くに両親や親戚な
ど頼る人がいなく、育児等の相談ができる人がそばにいてほ
しいと感じている家庭に対して、ホームビジターが訪問し保
護者の話を聞きながら家事や育児を一緒に取り組みます。週
１回２時間くらいを目安に４回までの利用となります。利用
料は無料です。

▶子育てネットワーク・ピッコロ　☎444-4533
養育支援ヘルパー派遣事業

　日中、育児や家事の手助けをしてくれる人が必要な家庭に、
養育支援ヘルパーを派遣します。母子健康手帳が交付された
日から、その子どもが12歳に達する日以後の最初の３月31
日までの期間に、１日２時間以上４時間以内で半年間に10
回利用できます。利用料は１時間につき500円です。事前訪
問あり。
※所得に応じて利用料免除の制度もあります。

▶子ども家庭支援センター　☎495-7701
ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業
市内に在住で、小学校３年以下の児童がいる母子家庭のお

母さんや父子家庭のお父さんあるいはお子さんが一時的な傷
病などで日常生活でお手伝いが必要となったとき、またはひ
とり親になった直後の家庭に、一定の期間育児や食事の世話
などをお手伝いするホームヘルパーを派遣します。事前訪問
あり。
※所得に応じて利用料免除の制度もあります。

▶子ども家庭支援センター 　☎495-7701 
子育て支援事業

１．子育てを支援する一環として、園庭開放や園の行事の参
加などを通して地域との交流を行っています。電話等による
育児相談も実施しています。保育士のほかに栄養士、保健師
もご相談に応じます。
➡各認可保育園　78-79ページ

２．専用の部屋で子育てについての相談や施設開放をしてい
ます。
　地域子育て支援センター「こあらルーム」　午前９時30分
～午後４時（土・日曜日、祝日は除く）

▶すみれ保育園　☎493-0509
つどいの広場
市では市内６か所で、「つどいの広場」を開設しています。

それぞれ子育てアドバイザーが常駐し、子育ての相談にお答
えしています。また、子育てに関する講座など、乳幼児をお
持ちの皆さまが、子育てをより楽しめるような催しも行って
います。
▽ころぽっくるつどいの広場
【場所】児童センター（プレイルーム）
【開催日時】午前10時～午後５時（火曜日［火曜が祝日の場
合翌日も］・年末年始を除く）
▽元町つどいの広場
（委託先　NPO法人　子育てネットワーク・ピッコロ）
【場所】清瀬けやきホール
【開催日時】午前10時～午後３時（月曜日・祝日・年末年始
を除く）
▽竹丘つどいの広場
（委託先　NPO法人　子育てネットワーク・ピッコロ）
【場所】竹丘地域市民センター
【開催日時】午前10時～午後３時（月曜日・祝日・年末年始
を除く）
▽野塩つどいの広場
（委託先　NPO法人　ウイズアイ）
【場所】野塩地域市民センター
【開催日時】午前10時～午後３時（月曜日・年末年始を除く）
▽下宿つどいの広場
（委託先　NPO法人　ウイズアイ）
【場所】下宿地域市民センター
【開催日時】午前10時～午後３時（月曜日・年末年始を除く）
▽野塩出張広場
（委託先　NPO法人　ウイズアイ）

子どもに関すること

子育て
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児童センターは、子どもたちの遊びや仲間づくりの拠点「中央児童館」と、総合的に子育て家庭を支援する拠点となる「子
ども家庭支援センター」、さまざまな世代の文化活動や芸術活動の拠点となる「ころぽっくるセンター」との複合施設です。

中央児童館
▶中清戸３-235-５　☎495-7700

　中央児童館は、子どもたちの夢を育み、遊びや仲間作りを
支援していきます。また交流スペースでは、おとなのみなさ
まにおしゃべりを楽しんでいただくこともできます。
【開館日時】火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日も休館）を
除いた毎日午前９時～午後９時（月曜日は午後５時まで）
【特別休館日】12月29日～１月３日
【施設内容】
①プレイルーム（85㎡）
　就学前の乳幼児と保護者の方を対象とした遊び場で、遊具
や本等があります（室内は土足禁止です）。
②遊戯室（230㎡）
　体を動かして遊べる小体育館で、遊具があります（室内は
土足禁止です）。正午までは乳幼児親子・午後５時までは小
学生優先、午後５時以降は中高生専用です。
③卓球コーナー（１Ｆフロアー）
卓球台２台。小学生以上18歳までの方が利用できます。

午後５時までは小学生優先、午後５時以降は中高生優先の時
間となります。
④学習室（95㎡　40席）
小学生以上を対象とした部屋で、静かな環境で自主学習を

行えます。子どもの利用者が少ない場合には、一般の方も利
用できます。
⑤図書コーナー（42㎡）
　どなたでも自由にお使いいただける開放的なスペースに
なっています。なお、図書の貸し出しは行いません。
⑥子ども会議室（62㎡）
子どもたちがグループ活動や会議を行う際に使用できます

（一般貸出は行っていません）。
⑦文化活動室１（68㎡）・２（40㎡）
文化活動室１（工作室）は、紙工作や木工作等の製作活動

を行います。文化活動室２（和室）は、文化・芸術活動の他、
絵本の読み聞かせ等を行っています（一般貸出は行っていま
せん）。
⑧パフォーマンスルーム（60㎡）・バンドルーム（40㎡）
パフォーマンスルームはピアノ、電子ピアノが置いてあり、

音楽・歌や持ち込みの楽器等の練習ができます。バンドルー

ムは、キーボード、各種アンプやドラムセット等が用意され
ており、バンド練習ができます。（スタジオ内は土足禁止で
す）。詳細については、中央児童館へお問い合わせください。
※�その他に畳コーナーや飲食コーナー、交流コーナー、子ど
もギャラリー等があります。

※�児童館の各部屋は、原則として18歳までの方がご利用対
象です。
市内の地域児童館

●�野塩児童館
　（野塩地域市民センター内　遊戯室・第一会議室）
【利用時間】午前９時～午後７時（月曜休館）
●下宿児童館（下宿地域市民センター内　児童室）
【利用時間】午前９時～午後７時（月曜休館）
ころぽっくる出前児童館事業
地域児童館および児童館のない地域の支援のため、児童厚

生員を派遣し、遊びや工作等の児童館活動を提供しています。
●竹丘出前事業
【場所】竹丘地域市民センター　第二集会室
【開催日時】毎月第２もしくは第４日曜日　午後１時30分～
午後５時
※都合により中止の場合あり。

子ども家庭支援センター
▶子ども家庭支援センター　☎495-7701

　子ども家庭支援センターは、市における児童相談を担う機
関として、子どもと家庭にかかわるあらゆる相談に応じて、
さまざまなサービスの提供や調整を行います。また、地域に
おける子どもを守るための仕組みづくりや子どもが育つ環境
の整備を行います。
【事業内容】
（１）子ども家庭総合ケースマネジメント事業等
★ファミリー・サポート・センター事業
★ショートステイ事業
★ホームビジター派遣事業
★養育支援ヘルパー派遣事業
★ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業
（２）地域組織化事業
　地域活動室を子育てグループ等の活動の場として提供し、

児童センター（ころぽっくる）
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地域の子育てグループ等の活動支援やボランティアの育成支
援をします。
（３）在宅サービス基盤整備事業
　養育家庭制度を広く地域に周知するとともに、養育家庭の
普及活動を行います。
【開館日時】火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日も）を除く
毎日午前９時～午後５時
【特別休館日】12月29日～１月３日

ころぽっくるセンター
▶ころぽっくるセンター　☎495-7700

ころぽっくるセンターは、市民の学習、文化および芸術活
動を行うための施設の貸し出しを行います。
【開館日時】

火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日も併せて休館）を除い
た毎日午前９時～午後10時（月曜日は午後５時まで）
【特別休館日】
12月29日～１月３日
【施設内容】
①�ホール（263㎡）
　椅子と舞台を収納しての平面利用も可能です。
※客席数205席。うち親子席３席を含みます。
②�控室１・２（30㎡）
　ホール利用者に貸し出している部屋です。
※パーテンションで２部屋に仕切れます。
③�会議室（61㎡）
　会議、サークル活動の場所として使用できます。（飲食は
できません）

【使用申請方法】
公共施設予約情報管理システムでの使用予約が必要です。

【使用時間】
　午前９時～正午　午後１時～５時
　午後６時～10時（月曜日は午後５時まで）
➡公共施設予約情報管理システム　60ページ
施設使用料

施設

利用時間（使用料）

面積
（㎡）

定員
（人）

【午前】
午前
９時
～正午

【午後】
午後１
時～午
後５時

【夜間】
午後６
時～午
後10時

【全日】
午前９
時～午
後10時

ホ
ー
ル

平日 3,700円 5,000円 7,000円 14,100円 263 205

土曜・日
曜・祝日 4,500円 6,000円 8,300円 16,900円

控室１ 200円 300円 400円 800円 15 66

控室２ 200円 300円 400円 800円 15 66

会議室 900円 1,200円 1,600円 3,300円 61 30

そ
の
他
（
付
帯
割
増
）

市外使用料 基本使用料に５割を加算した額

飲食利用料
（ホール）

基本使用料（市外使用料）に２割を加算し
た額

使用時間延長料
（１時間）

基本使用料（市外使用料）に３割を加算し
た額

入場料徴収料
基本使用料（市外使用料）に下記の割合を
加算した額（１人につき499円以下＝２割、
500～999円＝５割、1000円以上＝８割）
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児童センターは、子どもたちの遊びや仲間づくりの拠点「中央児童館」と、総合的に子育て家庭を支援する拠点となる「子
ども家庭支援センター」、さまざまな世代の文化活動や芸術活動の拠点となる「ころぽっくるセンター」との複合施設です。

中央児童館
▶中清戸３-235-５　☎495-7700

　中央児童館は、子どもたちの夢を育み、遊びや仲間作りを
支援していきます。また交流スペースでは、おとなのみなさ
まにおしゃべりを楽しんでいただくこともできます。
【開館日時】火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日も休館）を
除いた毎日午前９時～午後９時（月曜日は午後５時まで）
【特別休館日】12月29日～１月３日
【施設内容】
①プレイルーム（85㎡）
　就学前の乳幼児と保護者の方を対象とした遊び場で、遊具
や本等があります（室内は土足禁止です）。
②遊戯室（230㎡）
　体を動かして遊べる小体育館で、遊具があります（室内は
土足禁止です）。正午までは乳幼児親子・午後５時までは小
学生優先、午後５時以降は中高生専用です。
③卓球コーナー（１Ｆフロアー）
　卓球台２台。小学生以上18歳までの方が利用できます。
午後５時までは小学生優先、午後５時以降は中高生優先の時
間となります。
④学習室（95㎡　40席）
　小学生以上を対象とした部屋で、静かな環境で自主学習を
行えます。子どもの利用者が少ない場合には、一般の方も利
用できます。
⑤図書コーナー（42㎡）
　どなたでも自由にお使いいただける開放的なスペースに
なっています。なお、図書の貸し出しは行いません。
⑥子ども会議室（62㎡）
　子どもたちがグループ活動や会議を行う際に使用できます
（一般貸出は行っていません）。
⑦文化活動室１（68㎡）・２（40㎡）
文化活動室１（工作室）は、紙工作や木工作等の製作活動

を行います。文化活動室２（和室）は、文化・芸術活動の他、
絵本の読み聞かせ等を行っています（一般貸出は行っていま
せん）。
⑧パフォーマンスルーム（60㎡）・バンドルーム（40㎡）
　パフォーマンスルームはピアノ、電子ピアノが置いてあり、
音楽・歌や持ち込みの楽器等の練習ができます。バンドルー

ムは、キーボード、各種アンプやドラムセット等が用意され
ており、バンド練習ができます。（スタジオ内は土足禁止で
す）。詳細については、中央児童館へお問い合わせください。
※�その他に畳コーナーや飲食コーナー、交流コーナー、子ど
もギャラリー等があります。

※�児童館の各部屋は、原則として18歳までの方がご利用対
象です。
市内の地域児童館

●�野塩児童館
　（野塩地域市民センター内　遊戯室・第一会議室）
【利用時間】午前９時～午後７時（月曜休館）
●下宿児童館（下宿地域市民センター内　児童室）
【利用時間】午前９時～午後７時（月曜休館）
ころぽっくる出前児童館事業
地域児童館および児童館のない地域の支援のため、児童厚

生員を派遣し、遊びや工作等の児童館活動を提供しています。
●竹丘出前事業
【場所】竹丘地域市民センター　第二集会室
【開催日時】毎月第２もしくは第４日曜日　午後１時30分～
午後５時
※都合により中止の場合あり。

子ども家庭支援センター
▶子ども家庭支援センター　☎495-7701

　子ども家庭支援センターは、市における児童相談を担う機
関として、子どもと家庭にかかわるあらゆる相談に応じて、
さまざまなサービスの提供や調整を行います。また、地域に
おける子どもを守るための仕組みづくりや子どもが育つ環境
の整備を行います。
【事業内容】
（１）子ども家庭総合ケースマネジメント事業等
★ファミリー・サポート・センター事業
★ショートステイ事業
★ホームビジター派遣事業
★養育支援ヘルパー派遣事業
★ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業
（２）地域組織化事業
　地域活動室を子育てグループ等の活動の場として提供し、

児童センター（ころぽっくる）
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